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「燃やすごみ」の搬入規制のお知らせ

期間中ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

ごみの減量化にご協力ください！

玖珠清掃センターごみ焼却処理施設の定期点検整備を行うため

２月７日（月）から２月26日（土）まで
可燃ごみの収集は「生ごみ」のみとなります。
持ち込みのごみも「生ごみ」のみです。ご協力お願いします。

生ごみ以外の可燃ごみ　→　各家庭及び各事業所で保管してください。
　　　　　　　　　　　　　紙おむつは収集します（汚物は対象外です）。
不燃ごみや資源ごみ　　→　通常どおり収集します。

＊年1回の定期点検整備は施設の延命化を図るため、炉内の補修や部品交換などを行う重要な作業です。
　焼却炉の稼働を停止するため、生ごみはごみピット内にストックされます。
　通常通りにごみを出すとごみピット内からあふれて作業に支障をきたします。

１ まずは家庭で、ごみを出さないことから始めましょう！
(1) 安いからといって、不必要な物や、必要以上に物を買わない。
(2) マイバッグを使用し、レジ袋や過剰包装を断る。
(3) 割り箸、スプーンなどで、すぐにごみになる物は受け取らない。
(4) 詰め替え用品を買うことで、ごみとなる容器を減らす。
(5) 生ごみの水切りを徹底する。コンポストなどを利用する。
(6) 不要になった本や家具、服などはリサイクルショップを利用する。
これらの取り組みでの減量効果は小さいですが、積み重ねによって確実にごみを減らすことができます。

２ ごみの分別（分ければ資源、混ぜればごみ）を徹底しましょう！
　町民の皆さんのご理解とご協力により行われている「ごみ分別」は、ごみ減量の大きな力となっています。
また、分別されたほとんどのごみはリサイクルされ再利用されています。

３ リサイクル資源の品質向上にご協力をお願いします！
　ペットボトルの分別は、ラベルとキャップを取り除き、缶や
ビンとは別にして第１分別の日に出してください。

（袋を２つに分ける）

【ペットボトル】 【飲料用缶・ビン】


